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本日のアジェンダ

１．利用事業者との相互理解を促進する体制
（１）運営改善に向けた対話をするための体制づくり
（２）実効性
（３）注力分野における今後の課題・進捗・方針

２．情報開示
（１）提供条件の開示・変更時に、重要な点を分かりやすく説明する工夫
（２）退店処分の理由の開示：出店者様が反論できるようにする工夫
（３）実績・今後の課題・方針

３．苦情・紛争処理
（１）苦情・紛争の集計方法とその背景にある考え
（２）出店者様の苦情を踏まえた継続的・実効的な運営改善
（３）今後の課題・方針
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１．利用事業者との相互理解を促進する体制
（１）運営改善に向けた対話をするための体制づくり

・問い合わせ窓口
・定期アンケート
・意見交換会（年3回程度）
・お知らせ欄
- good/badボタン
- ご意見フォーム

※詳細はAppendix1を参照
※JADMA相談窓口との情報交換を開始

• 全ての要望を企画開発部門で
回覧

• 運用工数削減の程度・優先度
に照らし、改善措置を検討

改善実施

③検討・運営改善

検討・改善結果の報告
（具体例はAppendix2参照）

（２）実効性
• 421件のご意見をふまえ、出店者向け機能を改善・報告したのは76件
• 出店者様の声をもとに、社内体制を改善予定。不正のない安心安全な売り場づくりを求める声を受け、利用
者の利益保護に取り組む安全対策部門を強化するために、同部門をサービス責任者の直下に配置予定

④報告

出
店
者
様

ヤ
フ
ー

①機能提供・情報提供

②ご意見・ご要望
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１．利用事業者との相互理解を促進する体制
（３）注力分野における今後の課題・進捗・方針
自社グループストア優遇
• 課題 自社優遇のチェック体制が機能しているか、情報開示により理解が得られているか

• 自社優遇管理方針、自社優遇する場合があること・その理由、 自社グループ企業名を公開済み
→ 今後もチェック体制・情報開示の不断の見直しを行う方針

問い合わせ対応
• 課題 問い合わせ対応の質の向上

• 内部監査の指摘を受け、新体制を構築・運用開始済み（苦情の定義の統一、対応の事後検証体制）
→ 定型文対応のループを防止し、問い合わせ対応の満足度を向上する取組みとして、問い合わせの傾向を
分析し、情報開示が不十分な点については疑問点を自己解決できるような改善を検討する方針

拒否処分
• 課題 拒否処分の一貫性・公平性を高める体制が必要

• 内部監査の指摘を受け、四半期ごとに休店・退店判断の妥当性を事後検証する社内体制を構築・運用
開始済み。出店・開店時の拒否処分についても、月次での事後検証を開始済み

提供条件の変更
• 課題 出店者様への影響の大きさに応じた柔軟なコミュニケーションが必要

• 反響が見込まれる新施策の導入時は、事前に出店者向けヒアリングを実施している。必要な場合は、施策
の再検討や説明会の開催により、改善につなげている
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２．情報開示
（１）提供条件の開示・変更時に、重要な点を

分かりやすく説明する工夫

・変更時は、新旧対照表で、変更箇所を明確に
・必要に応じて、改定の目的をわかりやすく明記

・重要な新施策の導入時、事前告知に伴うヒアリングや事
前説明会を実施

・利用約款・ガイドラインとして、提供条件を公開
・取組紹介ページ*で、重要事項を抜き出して説明
・ヘルプページやストアツールで、詳細な解説を公開

*「透明性向上のための取組みのご紹介」 https://business-ec.yahoo.co.jp/shopping/digitalplatformer/

情報の性質に応じて、適切な場所で開示

提供条件の変更による影響への配慮

説明・対話の場の増設

ストアツールでの改定の事前通知例

・事前通知をできるだけ早く実施（15日前～3か月）
影響度に応じて、十分に理解を深め準備する期間を確保
・重要な変更は、一斉配信メールでも周知
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２．情報開示
（２）退店処分の理由の開示：出店者様が反論できるようにする工夫

• 理由の具体性 違反内容・違反条項・違反となる理由を明記
• 反論の機会の確保 例外なく処分の60日前に通知
• 反論の容易性 処分の通知メールへの返信により問い合わせ・異議申し立てが可能

（３）実績・今後の課題・方針

• 提供条件開示に関する苦情 33件
うちガイドライン違反に対するもの 19件

• 退店処分に対する異議申し立て 35件
うち解約通知～契約解除日までのもの 31件

• 課題 情報開示の質の向上
→ 問い合わせの傾向に合わせて、情報提供を充実化する運用を検討する方針
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3．苦情紛争処理
（１）苦情・紛争の集計方法とその背景にある考え

• 各部門において、単なる要望や質問ではなく具体的な再検討を求める不服申し立てにあたると判断したも
のを「苦情」として集計。 訴訟・調停等の法的手段により解決すべき状態に至ったケースを「紛争」として集
計。

• 出店者様の声は、「苦情」として切り出されるかにかかわらず、すべて運営改善の端緒として重視。要望
はすべて社内で回覧、改善を検討・実施。

• 苦情を切り出す目的は、具体的な再検討を求める声を受けて、適切な再検討ができたかどうか、事後検
証すること

（２）出店者様の苦情を踏まえた継続的・実効的な運営改善
• 421件のご意見をふまえ、出店者向け機能を改善・報告したのは76件
（具体例はAppendix３参照）

（３）今後の課題・方針
• 課題 問い合わせ対応の質の向上

• 苦情の定義を担当４部門間で統一し、対応に問題がなかったかを全担当部門で事後検
証する新体制を構築・運用開始 (Appendix2参照）

→ 問い合わせの傾向にあわせて情報提供の充実化を検討し、問題解決を促進する方針
→ 一次対応後にやりとりが継続するケースの実態を把握し、問題解決の指標とする方針



Appendix
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Appendix１．出店者様のご意見・ご要望の入口
①問い合わせ窓口

②good/badボタン

③ご意見フォーム
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Appendix２．問い合わせ対応の社内フロー図

ヤフーにおける体制：フロー図

ストアヘルプデス
ク窓口

ヤフー営業担当

電話/メール/
チャット ストアヘルプデス

ク内上席
ショッピング

ストアサポート部

ショッピング
ＣＳ推進部

法務部・政策企画部

本部長
ストア対応・
クロージング

対応方針

リーダー 部長

法務部・政策企画部

本部長

対応方針対応方針を伝達

ス
ト
ア 電話/メール

ストア対応・
クロージング

業務委託
ヤフーとしての判断
を要する場合

対応方針を伝達

(a)審査CS（顧客満足）
(b)ガイドラインCS
(c) ストアCS
(d) ヘルプデスク

• 出店者様は、ヘルプデスクまたは営業担
当者に問い合わせ

• ヘルプデスクで回答できないものは、
以下の４部門で判断
a. 出店時の審査に関する「審査CS」部門
b. 出店後のガイドライン違反に関する「ガイ

ドラインCS」部門
c. 出店後のお客様対応など、モール運営に

関する「ストアCS」部門
d. その他出店後の一般的な問い合わせに

関する「ヘルプデスク/ヘルプデスクCS」部
門

※ 22年度から、(a)~(d)の各部門で苦情の定
義を統一し、対応を事後検証できる新体制へ

• 必ず弊社からの返信で終了
全件「クローズ」に分類されるまで対応
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Appendix３．改善結果報告
ストアツール内の「機能改善状況」ページでは、出店者様の要望・意見に対する開発担当者からの回答
を公開（月1回目安）。当社の問題意識や対応の進捗を出店者様に把握していただくとともに、当社
が、出店者様の要望に基づいてより良いプラットフォームを作っていくという意識と体制を維持することにも
つながっている。

②改善予定を伝える例

③検討中である旨を伝える例①改善した例



EOP
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